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７．会議の概要

議　長
（会長）

　次に、日程第３の報告について、事務局より報告の朗読と説明をお願いします。

◎報告第２０号

打越 　１ページをお開きください。
　報告第２０号「農地法第１８条第６項の規定による通知書について」農地法第１８条第６項の規
定による通知書について、次のとおり報告する。令和５年１月１９日提出　中泊町農業委員会会
長。

　次のページをお開き下さい。今月の合意解約は、３件ございました。
内容につきましては、資料をご覧ください。以上で報告を終わります。

議　長
（会長）

　ありがとうございました。ただいまの報告第２０号について、何かご質問等ございませんか。　　　

【質問なしの声あり】

◎報告第２１号

議　長
（会長）

　ご異議なしと認め、会期は本日１日限りと決定いたします。

◎日程第２　議事録署名委員の指名について

議　長
（会長）

　次に、日程第２の議事録署名委員、および、会議書記の指名を行います。
　中泊町農業委員会会議規則第１６条第２項に規定する議事録署名委員ですが、議長から指
名させていただくことにご異議ありませんか。

議　長
（会長）

　異議がないようですので、議事録署名委員は、１番外崎委員、２番田中委員にお願いいたしま
す。
なお、本日の会議の書記には、事務局職員の打越総括主幹を指名いたします。以上で日程第
２を終わります。

◎日程第３　報告・議案について

打越 　１０ページをお開きください。
　報告第２１号「農地法第３条の３第１項の規定による届出について」農地法第３条の３第１項の
規定による届出（農地の相続等の届出）について、別紙のとおり報告する。令和５年１月１９日
提出　中泊町農業委員会会長。

議　長
（会長）

　はじめに、日程第１の会期の決定について、お諮りいたします。
会期は本日１日限りとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

【異議なしの声あり】

◎日程第１　会期の決定について

課長 　ただいまから、令和５年中泊町農業委員会１月定例総会を開会いたします。
　本日の出席委員数は１５名です。定足数に達しておりますので、総会は成立しております。
それでは、中泊町農業委員会会議規則第５条により、議長は会長が務めることとなっておりま
すので、以降の議事の進行を松坂会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【異議なしの声あり】

議　長
（会長）

　無いようですので、次に報告第２１号について、事務局より報告の朗読と説明をお願いします。



【質問なしの声あり】

議　長
（会長）

　無いようですので、次に議案の審議に入ります。

◎議案第３０号

議　長
（会長）

　議案第３０号「農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について」を議題としま
す。事務局より、議案の朗読と説明をお願いします。

　次のページをお開きください。１２月分の農地移動あっせん申し出は６件ございました。
内容については、申出一覧表をご覧いただきたいと思います。以上で報告を終わります。

議　長
（会長）

　ありがとうございました。ただいまの報告第２２号について、何かご質問等ございませんか。　　　

【質問なしの声あり】

議　長
（会長）

　無いようですので、次に報告第２２号について、事務局より報告の朗読と説明をお願いします。

◎報告第２２号

打越 　１２ページをご覧ください。
　報告第２２号「農地移動あっせん委員会の結果について」農地移動あっせん委員会（令和４年
１２月実施分）の結果について、別紙のとおり報告する。令和５年１月１９日提出　中泊町農業委
員会会長。

　次のページをお開きください。１２月の相続等の届出は３件ございました。詳しい内容につきま
しては、資料をご覧ください。以上で報告を終わります。

議　長
（会長）

　ありがとうございました。ただいまの報告第２１号について、何かご質問等ございませんか。　　　

打越 　１５ページをお開きください。
　受付番号３７番は、薄市字花持地域の田３筆、面積は３，８６５㎡の売買です。譲受人は、譲渡
人同様に米を栽培をするとのことでした。また、譲受人の保有している機械の能力、農作業に従
事する家族の状況等からみて問題ないと思われます。

　受付番号３８番は、薄市字花持地域の田３筆、面積は４，６８７㎡の売買です。譲受人は、譲渡
人同様に米を栽培をするとのことでした。また、譲受人の保有している機械の能力、農作業に従
事する家族の状況等からみて問題ないと思われます。

打越 　１４ページをお開き下さい。議案第３０号「農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許
可について」農地法施行令第１条の規定により下記のとおり許可申請書の提出があったので審
議を求める。令和５年１月１９日提出 中泊町農業委員会会長。

議　長
（会長）

　それでは、議案第３０号について、農地法処理基準第３の８に基づき、現地調査した委員から
報告をお願いします。

外崎委員 　　議席１番、外崎です。それでは報告いたします。去る１月１１日、私と田中委員、事務局職員
とで現地調査を行いました。本議案の農地法第３条申請は、所有権移転が４件でございます。
いずれも調査した結果、耕作目的の申請であり農地法第３条第２項各号には該当しない権利取
得と認められます。以上で報告を終わります。

議　長
（会長）

　ありがとうございました。それでは、事務局より本案の詳細について説明をお願いします。



打越 　次のページをお開き下さい。
　受付番号8番は、高根字小金石地内の１筆の田で、面積は４１０㎡、転用目的は、すでに建物
が建設されており、この度違反転用と知り、許可を受けるため申請するものです。申請地は、中
泊町役場から北へ2,000mほどの距離にあり、農地が混在する集落内に位置します。周辺農地
への支障につきましては、北側・東側・南側が宅地、西側が道路となっていることから問題ない
ものと思われます。許可基準に定める農地区分としては、その他の２種農地に該当。運用通知
としましては、その他の２種農地「第２の１の（１）のカの（ア）」を適用しております。

議　長
（会長）

　それでは、議案第３１号について、農地法処理基準第３の８に基づき、現地調査した委員から
報告をお願いします。

田中委員

　受付番号３９番は、中里字亀山地域等の田畑６筆、面積は１３，９１４㎡の贈与です。譲受人
は、譲渡人同様に米とそ菜を栽培をするとのことでした。また、譲受人の保有している機械の能
力、農作業に従事する家族の状況等からみて問題ないと思われます。

　　受付番号４０番は、中里字亀山地域の畑２筆、面積は１，８９８㎡の贈与です。譲受人は、譲
渡人同様にそ菜を栽培をするとのことでした。また、譲受人の保有している機械の能力、農作業
に従事する家族の状況等からみて問題ないと思われます。

議　長
（会長）

　次に、議案第３１号「農地法第５条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について」を議題
とします。事務局より、議案の朗読と説明をお願いします。

打越 　１９ページをお開き下さい。議案第３１号「農地法第５条第１項の規定に基づく農業委員会の許
可について」農地法第５条第３項の規定により下記のとおり許可申請書の提出があったので審
議を求める。令和５年１月１９日提出　中泊町農業委員会会長。

　　議席２番田中です。それでは報告いたします。去る１月１９日、私と外崎委員、事務局職員と
で現地調査を行いました。本議案の農地法第５条申請は１件ございました。申請地は、高根字
小金石地内の１筆の畑であります。面積その他の基準から見て問題なく許可相当と認められま
す。以上で報告を終わります。

議　長
（会長）

　ありがとうございました。それでは、事務局より本案の詳細について説明をお願いします。

　以上、受付番号３７番から４０番については、別紙の調査書にあるとおり、農地法第３条第２項
各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。

議　長
（会長）

ありがとうございました。これより、質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。

【質問なしの声あり】

◎議案第３１号

議　長
（会長）

　ないようですので、お諮りいたしします。議案第３０号について、原案のとおり決定することにご
異議ございませんか。

【異議なしの声あり】

議　長
（会長）

　異議がないようですので、議案第３０号は原案のとおり決定いたします。



　次のページをお開き下さい。令和５年１月１７日付け中農政第２６５号で、中泊町長から当農業
委員会会長あてに農用地利用集積計画の決定について意見を求められておりますので、その
内容について順次ご説明いたします。

議　長
（会長）

【質問なしの声あり】

議　長
（会長）

　ないようですので、お諮りいたしします。議案第３１号について、原案のとおり決定することにご
異議ございませんか。

【異議なしの声あり】

　受付番号１１３番から受付番号１２２番は、再設定となりますので詳しくは資料をご覧ください。

打越 　５１ページをご覧ください。
　今月の利用権設定は、受付番号１１３番から１２６番までの１４件です。内訳は再設定が１０
件、新規が４件となっております。

議　長
（会長）

　異議がないようですので、議案第２７号は原案のとおり決定いたします。

◎議案第３２号

議　長
（会長）

　次に、議案第３２号「中泊町農用地利用集積計画の決定について」を議題とします。事務局よ
り、議案の朗読と説明をお願いします。

打越 　２５ページをお開き下さい。議案第３２号「中泊町農用地利用集積計画の決定について」農業
経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により中泊町長から別紙のとおり依頼があったので
決定を求める。令和５年１月１９日提出　中泊町農業委員会会長。

（所有件移転）

ありがとうございました。これより、質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。

打越 　２８ページをご覧ください。所有件移転についての申請内容は、所有権移転が５件です。内訳
は、公益社団法人あおもり農業支援センターの買入が５件となっています。

　受付番号３１番は、あおもり農業支援センターの買入です。関係農地は、宮川字種取地域等
の農地３筆、地目は田、面積は１３，２２３㎡です。売買価格は４００万円です。対価の支払い期
限は令和５年１月３０日を予定しております。

　受付番号３２番は、あおもり農業支援センターの買入です。関係農地は、大沢内字田浦地域
の農地２筆、地目は田、面積は５，０４１㎡です。売買価格は１７７万円です。対価の支払い期限
は令和５年１月３０日を予定しております。

　受付番号３３番は、あおもり農業支援センターの買入です。関係農地は、中里字宝森地域の
農地１筆、地目は田、面積は１０，５６８㎡です。売買価格は４２２万７千円です。対価の支払い
期限は令和５年１月３０日を予定しております。

　所有件移転については以上です。

　受付番号３４番は、あおもり農業支援センターの買入です。関係農地は、田茂木字若宮地域
の農地６筆、地目は田、面積は２０，１３７㎡です。売買価格は４６０万６千円です。対価の支払
い期限は令和５年１月３０日を予定しております。

　受付番号３５番は、あおもり農業支援センターの買入です。関係農地は、田茂木字若宮地域
の農地２１筆、地目は田、面積は３５，８４７㎡です。売買価格は１，０７５万４千円です。対価の
支払い期限は令和５年１月３０日を予定しております。

（賃貸借権設定）



　６４ページをお開きください。「贈与税の納税猶予及び不動産取得税徴収猶予に関する証明
（農業経営）について」贈与税の納税猶予の特例を受けている下記の受贈者は、租税特別措置
法第７０条の４第１項及び地方税法附則第１２条第１項の適用を受ける農地等に係る農業経営
を引き続き行っていることの承認を求める。なお、証明願いが遅延し提出されたときは、承認時
と事情が異なる場合を除き追加し承認するものとする。　令和５年１月１９日提出　中泊町農業
委員会会長。

　次のページをお開き下さい。継続届出書提出予定一覧表ですが、継続件数が４件ございま
す。該当者につきましては、全農地を耕作していることを現地及び資料等を基に確認しておりま
す。　以上です。

　　５５ページをご覧ください。
　受付番号１２３番は新規の設定で、設定する農地は今泉字唐崎等の農地２１筆、地目は田、
面積は１８，５４９㎡の賃貸借です。期間は５年で、土地改良費は、借主負担。賃借料は10aあた
り米１俵の価格。賃借人の機械、労働力等からみて問題ないものと思われます。

　５７ページをご覧ください。
　受付番号１２４番は新規の設定で、設定する農地は今泉字藤の森の農地６筆、地目は田、面
積は１６，２８３㎡の賃貸借です。期間は５年で、土地改良費は、借主負担。賃借料は10aあたり
１０，０００円。賃借人の機械、労働力等からみて問題ないものと思われます。

　受付番号１２５番は新規の設定で、設定する農地は尾別字井の上の農地２筆、地目は田、面
積は４，９８５㎡の賃貸借です。期間は１０年で、土地改良費は、借主負担。賃借料は10aあたり
米１俵の価格。賃借人の機械、労働力等からみて問題ないものと思われます。

　受付番号１２６番は新規の設定で、設定する農地は薄市字花持の農地２筆、地目は田、面積
は２，００３㎡の賃貸借です。期間は１０年で、土地改良費は、借主負担。賃借料は全部で米２．
５俵の価格。賃借人の機械、労働力等からみて問題ないものと思われます。

【異議なしの声あり】

議　長
（会長）

ありがとうございました。これより、質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。

（農地中間管理事業の利用権設定）

議　長
（会長）

　異議がないようですので、議案第３２号は原案のとおり決定いたします。

◎議案第３３号

議　長
（会長）

　次に議案第３３号「贈与税の納税猶予及び不動産取得税徴収猶予に関する証明（農業経営）
について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

打越

　受付番号機構２２-１７番は新規の設定で、設定する農地は宮野沢字蛍澤の農地１筆、地目は
田、面積は３，８９４㎡の使用貸借です。期間は１６年となっております。

以上です。

打越 　６１ページをご覧下さい。
　今月の農地中間管理機構を通しての利用権設定は受付番号２２－１７番の１件です。

【質問なしの声あり】

　以上の計画要請の内容は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８条第３
項の各要件を満たしていると考えます。以上です。

議　長
（会長）

　ないようですので、お諮りいたしします。議案第３２号について、原案のとおり決定することにご
異議ございませんか。



【異議なしの声あり】

議　長
（会長）

　ありがとうございました。これより、質疑に入ります。
　何かご質問等ございませんか。

（質問なし）

議　長
（会長）

　ないようですので、お諮りいたしします。議案第３３号について、原案のとおり決定することにご
異議ございませんか。

 1) 業務予定

 2）その他

　　　　　　　（資料に基づいて、内容説明）

◎報告・協議事項

議　長
（会長）

　議事については以上で終了いたしました。次に報告・協議事項について事務局より説明して
下さい。

打越 　それでは、報告・協議事項について事務局よりご説明申しあげます。

◎議案第３４号

議　長
（会長）

　次に議案第３４号「令和５年度中泊町農作業労賃等標準額について」を議題とします。事務局
より議案の朗読と説明をお願いします。

打越 　６６ページをお開き下さい。議案第３４号「令和５年度中泊町農作業労賃等標準額について」
農作業労賃等標準額について、別紙資料に基づき決定を求める。令和５年１月１９日提出　中
泊町農業委員会会長。

議　長
（会長）

　異議がないようですので、議案第３３号は原案のとおり決定いたします。

議　長
（会長）

　異議がないようですので、議案第３４号は原案のとおり決定いたします。

　次のページをお開きください。令和５年度農作業労賃等標準額についてご意見をいただきた
いと思います。令和４年度からの変更点としまして、青森県最低賃金の引き上げ等にともない、
賃金が増となっております。
　機械等の賃借料の変更はございませんが、こちらの標準額が地域の実情とかけ離れている
などご意見ございましたらこの場でお知らせいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし
ます。
　また、中泊町賃貸借情報について、水利費を賃貸借人のどちらが負担をするかによって賃借
料が変動することから、今年度より標記を分けさせていただきました。
　以上です。

議　長
（会長）

　ありがとうございました。これより、質疑に入ります。
　何かご質問等ございませんか。

（質問なし）

議　長
（会長）

　ないようですので、お諮りいたしします。議案第３４号について、原案のとおり決定することにご
異議ございませんか。

【異議なしの声あり】



　上記、顛末を記録し、相違ないことを証するためここに署名する。

署 名 委 員 外崎　満幸

署 名 委 員 田中　満

議　長
（会長）

　以上で、本日の報告事項及び議案の審議並びに協議事項はすべて終了いたしました。

　それでは、これをもちまして、令和５年中泊町農業委員会１月定例総会を閉会いたします。ご
協力ありがとうございました。

令和5年1月19日

農 業 委 員 会
会 長 松坂　龍美


